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【重要】非常変災時等の措置について 

 平素は、本校教育活動にご理解ご支援をたまわり、まことにありがとうございます。 

地震・台風等の非常変災時等の措置について、令和８年５月２９日より、気象庁によ

る新たな防災気象情報が運用されることをうけ、本校における臨時休業の措置基準を次

のとおり改訂します。 

 

１ 臨時休業措置の基準について 

午前７時の時点で、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合には、学校は

臨時休業となります。また、午前７時を過ぎて始業時刻（午前８時３０分）までに、

次の態様及び規模の災害等が発生した場合についても、学校は臨時休業の措置をとり

ます。 

ア 

気象庁より、大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又

は河川氾濫を除く各種「危険警報」・「特別警報」が発表された場合。

(河川氾濫に係る警報等は、市町村ごとではなく、指定された河川ご

とに発表されるので従来どおり｢イ｣の措置基準に準じる) 

イ 
大阪市(大阪市長)より西成区のいずれかの地域において河川氾濫の

「警戒レベル３（高齢者等避難）」、「警戒レベル４（全員避難）」の発令があっ

た場合。 

ウ 
大阪市のいずれかの地域において、震度５弱以上(気象庁発表)の地震が

発生した場合。 

 ＊ ただし、上記のア～ウにかかわらず、「暴風警報」、「暴風雪警報」以外の警報の

発表、登校の安全が確保できない事態の発生、その他学校周辺の緊急事態等が生

じた場合、若しくは教育施設の被害とその他教育活動の実施が困難となる事態等

が生じた場合、又はこれらの事態が生じるおそれがあると認められる場合には、

校長の判断により臨時休業の措置をとる場合があります。 

 

２ 臨時休業措置のお知らせ方法について 

午前７時を過ぎて始業時刻（８時３０分）までに臨時休業措置とした場合、ミマモ

ルメ一斉メールサービス・学校ホームページへの掲載の手段により連絡いたします。 

＊ ミマモルメサービス・アプリの登録がまだのご家庭は、できるだけ早く登録をお

願いします。登録用紙の紛失の場合は至急ご連絡ください。 

 

 

保存版 



３ 臨時休業措置にもかかわらず児童が登校してしまった場合 

  保護者の方に迎えに来ていただきます。児童はそれまで学校待機となります。お仕

事や交通機関の運休等によりすぐに来られないときは、学校へ連絡をお願いします。 

 

４ 登校後に下校措置が決定した場合 

  保護者の方に児童引き渡しの依頼を、保護者メール配信・学校ホームページ掲載の

手段により連絡いたします。児童はそれまで学校待機となります。 

引き渡しは以下の二段階で行います。ご確認ください。 

 学校の対応 児童の動き 保護者の方へのお願い 

第
一
段
階 

・教室で児童を待機させま

す。 

 

・保護者メールでの連絡、

学校ホームページへの掲

載を通して、児童引き渡し

の依頼を連絡します。 

（＊１回目の連絡） 

・学級担任とともに教

室待機し、お迎えを

待ちます。 

・メール、ホームページを確

認後、各教室までお子様

のお迎えをお願いしま

す。 

・メールを確認したことを

ご回答ください。（文章は

入力できません） 

・お仕事や交通機関の運休

等によりすぐに来られな

いときは、学校へ電話連

絡をお願いします。 

第一段階でお迎えがない場合 

第
二
段
階 

・児童を講堂に移動させま

す。 

・保護者メール、学校ホー

ムページで引き渡し依頼

と現状を再び連絡しま

す。 （＊２回目の連絡） 

・学校職員とともに講

堂で待機し、保護者

の方のお迎えを待ち

ます。 

・講堂までお子様のお迎え

をお願いします。 

 

 

５ その他  ― お知らせとお願い ー 

＊ 災害時、メール受信画面や学校ホームページをこまめにチェックするようにして

ください。アクセス集中などにより簡易ホームページが表示された場合は、「Ｔ

ＯＰ(最新記事)」をクリックすると内容を確認することができます。 

＊ 万が一、通信手段が使用できない場合でも、保護者の方のお迎えをお願いします。 

＊ 津波警報の発令、避難勧告又は避難指示（緊急）の対象区域となった場合は、児

童の安全確保のため、高所避難を最優先とします。 

＊ 学校の臨時休業に伴い、「いきいき活動」も中止になります。活動中に発令され

た場合は、その時点で活動中止となりますので、お迎えをお願いします。 


